
長期修繕計画書見直し＆活用で将来安心
これさえできれば将来不安解消！

『解決策の提示』

関連資料
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※3 修繕積立金の額の目安
「平成23年４月（令和３年９月改訂）国土交通省マンションの修繕積立金に関するガイドライン」P7
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H20.7発行長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン活用の手引き
P154 (様式4-2)収支計画グラフ
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R3.9改定 長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン・ガイドラインコメント
P115 (様式4-2)収支計画グラフ
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考え方
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立案作業Ⅰ(講策Ⅰ)
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立案作業Ⅱ(講策Ⅱ)
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築年数ごとにやっておくべき準備（項目のみ掲載）

【終焉時期の40年前（築30年から40年頃）】
コンセンサスの醸成（管理不全マンション、将来不安の解消など）
空き住戸の対応策の構築
賃貸化（モラル低下防止策）や住宅以外の用途使用
空き住戸などは管理組合による買い取りも視野に入れる
管理費・修繕積立金の滞納区分所有者への対応策
マンションに付保する保険料の負担も高くなる

【終焉時期の20年前（築50年から60年頃）】
最終回大規模修繕工事の実施計画と修繕非実施期間の設定

【終焉時期の3年前（築77年）】
管理組合の解散確認
管理組合解散準備委員会の設立
各区分所有者の個人的準備（抵当権抹消、３年後の解体承認）

【終焉時期の1年前】
解散委員会（管理組合解散総会の準備）の設立(解散準備委員会の前進組織）
解体同意書(転売、所有権移転禁止）の徴収
解体着手日時の確認および解体業者との解体工事請負契約
解体着手
更地売却手続き・財産分配内容整理
精算総会および管理組合解散総会招集開催
完了
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今から３２年後の
２０５３年には1億人
を切る

更に１５年先は８８００万人の
社会となり、全てのモノが現
在の２/３になり、１/３は不要
となり無くなると言う事です。
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